
３０歳未満
（婚姻時の年齢が夫婦ともに）

最大６０万円

４０歳未満
（婚姻時の年齢が夫婦ともに）

最大３０万円

👑応援１ 住宅取得費用

👑応援２ リフォーム費用

👑応援３ 賃貸住宅の諸費用

👑応援４ 婚姻に伴う引っ越し費用

●令和６年１月１日から令和７年３月３１日までに婚姻した新婚世帯が対象です。
●令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間に新居のために支払った費用が対
象です。
●そのほか、所得要件等もありますので、詳細については那須烏山市ホームページ（下
記QRコード）よりご確認ください。

申込み・お問い合わせ先：那須烏山市まちづくり課定住促進グループ
☎0287-83-1151 ✉machizukuri@city.nasukarasuyama.lg.jp

✭令和６年度より結婚新生活支援事業補助金スタート✭


